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「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」について

（概 要）

改正の目的

中小企業や個人事業者等が相互扶助の精神に基づいて運営してきた中小企業組合制度に

ついて、近年、その規模の拡大や事業の多様化に伴って、組合が破綻する事例等が発生し

てきていることから、中小企業組合の事業運営全般の規律強化を図るとともに、中小企業

組合による共済事業（保険事業）の健全な運営を確保するための措置が講じられた。

第一 中小企業等協同組合法の一部改正

１．事業運営の規律強化

会社法の施行を踏まえ、組合の自治運営が効果的に機能するために、組合運営全般の見

直しを行う。組合全般を対象とした措置を講じるとともに、組合員数に着眼して一定の規

模以上の組合を対象とした措置を講じる。

（１）員外監事制度の導入（第３５条関係）

組合員（連合会の場合：所属員）の総数が政令で定める基準（１，０００人以上

を想定）を超える組合（以下「大規模組合」という （信用協同組合及び信用協同。）

組合連合会は除く ）においては、監事のうち１人以上は、当該組合員又は当該組。

合の組合員たる法人の役員もしくは使用人以外のものであって、かつ、その就任の

前５年間当該組合又はその子会社の取締役、会計参与、執行役もしくは使用人でな

かったものでなければならないものとする【大規模組合のみへの義務づけ 。】

：新法施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会（４月※経過措置

～翌年３月までの事業年度の場合：平成２０年４，５月頃）の終了の時まで

適用しない（附則第９条関係 。）

（２）役員の資格要件の創設（第３５条の４関係）

会社法の規定に違反し、刑の執行終了から２年を経過しない者等が役員となるこ

とを禁止する。

（３）役員の任期の変更（第３６条関係）

理事の任期は、２年以内において定款で定める期間とし、監事の任期は、４年以

内において定款で定める期間とする。

：新法施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会（４月※経過措置

～翌年３月までの事業年度の場合：平成２０年４，５月頃）の終了前（平成

１９年度総会の改選まで）に在任する者の任期については、法施行後も従前

の例による（附則第１０条関係 。）

（４）監事への業務監査権限の付与等（第３６条の３関係）

監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、監査報告を作成しなければなら

ないこととする一方で、大規模組合以外は、定款において監事の監査権限を会計に

限定できるものとする【大規模組合：業務監査権限の付与義務 。】
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：定款、規約の変更や業務監査に必要となる書類の整備等、相当程度の準備が※経過措置

必要となるため、新法施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関す

る通常総会の終了の時から適用し 当該通常総会終了前は従前の例による 附、 （

則第１１条関係 。）

（５）理事、監事及び組合員の権利義務に関する規定の整備（第３６条の３関係）

監事が業務監査を行う組合においては、理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそ

れのある事実を発見した場合は監事に報告しなければならず、また、６ヵ月以上継

続して組合員である者は、理事が法令違反等の行為をするおそれがある場合におい

て、組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、理事に対し

当該行為の差止請求をすることができるものとする。

（６）監査権限限定組合における理事、組合員等の権利義務に関する規定の整備

（第３６条の３関係）

（ 「 。） 、監事が会計監査のみを行う組合 以下 監査権限限定組合｣という においては

理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は組合員に報

告しなければならず、また、６ヵ月以上継続して組合員である者は､理事が法令違

反等の行為をするおそれがある場合において、組合に著しい損害が生ずるおそれが

あるときは、理事に対し当該行為の差止請求をすることができるものとする。

（７）監査権限限定組合における組合員による理事会の招集（第３６条の６関係）

監査権限限定組合においては、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令もし

くは定款に違反する行為をし、又はするおそれがあると認めれられるときには、組

合員が理事会を招集できることとし、理事会の開催を請求した組合員は理事会に出

席し、意見を述べることができるものとする。

（８）監事に対する理事会議事録への署名の義務づけ（第３６条の７関係）

理事会へ出席した監事に理事会の議事録への署名を義務付けるものとする。

：業務監査の経過措置に合わせ、新法施行日以後最初に終了する事業年度に係※経過措置

る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会終了前は従前

の例による（附則第１２条関係 。）

（９）理事と組合の利益相反取引の制限（第３８条関係）

理事が自己又は第三者のために組合と取引しようとするとき又は組合と当該理事

との利益が相反する取引をしようとするときは、理事会において、当該取引につい

て重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないものとする。

（10）役員の損害賠償責任の免除（第３８条の２関係）

役員の損害賠償責任については、役員等が善意・無重過失の場合においては、免

除額をあらかじめ定め、理事会の決議によって当該免除額を限度として免除するこ

とができる旨を定款で定めること等ができるものとする。

：新法施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による※経過措置

（附則第１３条関係 。）

（11）決算関係書類・事業報告書の作成・保存期間の明記等（第４０条関係）

組合は、決算関係書類及び事業報告書を作成し、作成した時から１０年間保存し

なければならないこととするとともに、監事の監査並びに理事会及び通常総会の承
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認を受け、その日の２週間前から５年間主たる事務所（従たる事務所にあっては３

年間）に備え置くことものとする。

（12）会計帳簿の保存期間の明記及び閲覧要件の緩和（第４１条関係）

組合は、会計帳簿の閉鎖の時から１０年間、その会計帳簿及びその事業に関する

重要な資料を保存しなければならないものとするとともに、共済事業を行う組合、

信用協同組合及び信用協同組合連合会以外の組合の組合員は、その総数の１００分

の３（現行：１０分の１）以上の同意を得て組合に対して会計帳簿の閲覧請求等を

することを可能とする（済事業を行う組合、信用協同組合・同連合会の閲覧要件：

現行の１０分の１を維持 。）

（13）総会における理事及び監事の説明義務（第５３条の２関係）

理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められ

た場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないものとする。

（14）余裕金の運用制限（第５７条の５関係）

（ 。）共済事業を行わない大規模組合 信用協同組合及び信用協同組合連合会を除く

、 。は 業務上の余裕金を法律で定める方法によるほか運用してはならないものとする

：新法施行日から３年間で当該運用に係る資産の処分をしなければならない※経過措置

（附則第１５条関係 。）

（15）会計原則に関する規定の整備（第５７条の６関係）

組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

２．共済事業（保険事業）の健全な運営の確保

現行では責任共済事業を実施する場合を除き、特段の規制のない事業協同組合等が行う

、 、 、 、共済事業について 事業規模の拡大 共済事業内容の複雑化 保険業法の改正等を踏まえ

共済事業の健全性の確保のための措置を講じるとともに、一定規模以上の共済事業を実施

。 、 。する組合を対象とした措置を講じる 併せて 火災共済事業に関する措置の見直しを行う

［１］共済事業を行う全ての組合に対する措置

（１）共済事業の定義（第９条の２関係）

共済事業とは、組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故

の発生に関し、共済金を交付する事業であって、共済金額その他の事項に照らして

組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定

めるものをいう（見舞金的な水準：規制の適用を受ける法律上の共済事業にあたら

ない 。）

（２）員外利用の見直し（第９条の２及び第９条の７の２関係）

組合が行う共済事業の利用については、組合員と生計を一にする親族及び組合員

たる組合を直接又は間接に構成する者であって小規模の事業者であるものによる利

用を、組合員による利用であるとみなすものとする。

（３）共済事業開始時における共済規程の認可（第９条の６の２及び第９条の９関係）

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会が、共済事業を行おうとする

ときは、共済規程を定め、行政庁の認可を受けるものとする。

：新法施行日において共済事業を行う事業協同組合等については、施行日から※経過措置
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６ヵ月間（平成１９年９月末まで）は引き続き共済事業を行うことができる

（ 、 ）。 、協同(小)組合；附則第４条第１項 協同組合連合会；同条第３項 また

、 、当該期間においては 行政庁による共済規程の認可を受けた組合とみなして

新法の規定を適用する（協同(小)組合；附則第４条第２項、協同組合連合会

；同条第４項 。）

（ ） （ ） （ ）４ 共済目的 契約 の譲渡の規定の整備 第９条の６の３及び第９条の７の２関係

、 、 、共済契約の目的が譲渡された場合 譲受人は 共済事業を行う組合の承諾を得て

その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができるもの

とするとともに、契約者は引き続き組合員として共済契約を継続することができる

ものとする。

（５）共済募集に係る規制（第９条の７の５関係）

共済事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約

の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずるもの

とすること、共済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者

は、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除を行うことができるものとす

ること、共済事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結等に関して、共済

契約者等に対して虚偽のことを告げる等の行為をしてはならないものとすること等

共済募集に関する所要の規定を整備する。

（６）共済事業に係る経費の賦課等の禁止（第１２条及び第３３条関係）

共済事業を行う組合は、組合員に対する共済事業に係る経費の賦課及び定款への

経費の分担に関する記載ができないものとする。

：経費の賦課については定款記載事項であり、その変更は総会の議決事項であ※経過措置

るため、新法施行日において共済事業を行う組合（火災共済協同組合及び同

連合会以外）については、共済事業の経費の賦課の禁止に関する規定（新法

第１２条第２項）は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了時までは

適用しない（附則第６条関係 。）

（７）共済金額の削減及び共済掛金の追徴規定の定款への義務づけ（第３３条関係）

共済事業を行う組合の定款には、共済金額の削減及び共済金額の追徴に関する事

項を記載しなければならないものとする。

：共済金の削減及び共済掛金の追徴に係る事項については定款記載事項であ※経過措置

り、その変更は総会議決事項であるため、新法施行日において共済事業を行

う組合（火災共済協同組合及び同連合会以外）については、施行日以後最初

に招集される通常総会（４月～翌年３月までの事業年度の場合：平成１９年

４，５月頃）の終了時までは適用しない（附則第８条関係 。）

（８）会計監査人による外部監査の義務づけ（第４０条の２及び第４０条の３関係）

共済事業を行う組合であってその事業の規模が政令で定める基準を超えるもの

は､作成した決算関係書類について､監事の監査のほか、会計監査人（公認会計士・

監査法人）の監査を受けなければならないものとし､会計監査人の権限等に関する

所要の規定を整備する。

：会計監査人による外部監査に対応するためには、規程類の整備など組合にお※経過措置
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ける負担が特に大きいため、新法施行の際、現に存する組合で、新法第４０

（ ） 、条の２ 会計監査人の設置義務 に規定する組合に該当するものについては

同条及び新法第４０条の３（会計監査人の職務）の規定は、施行日以後最初

に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了時まで適用しない

（附則第１４条関係 。）

（９）共済事業の譲渡に関する規定の整備（第５７条の２の２関係）

共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会（火災

共済協同組合連合会を除く ）が共済事業を譲渡するには、総会の議決によらなけ。

ればならないものとする。

（10）余裕金の運用制限（第５７条の５関係）

共済事業を行う組合は、業務上の余裕金を法律で定める方法によるほか運用して

はならないものとする（共済事業を行わない組合であっても、一定規模以上のもの

については、同じく余裕金の運用制限の対象とする；前掲 。）

：新法施行日から３年間で当該運用に係る資産の処分をしなければならない※経過措置

（附則第１５条関係 。）

（11）共済事業を行う組合の利益準備金、責任準備金及び支払準備金の積立てに関する

規定の整備（第５８条関係）

共済事業を行う組合について、利益準備金、責任準備金及び支払準備金の積立て

に関する規定を整備する。

：年度途中から適用されることは適切ではないため、新法施行日以後に開始す※経過措置

る事業年度に係る準備金の積立から適用し、施行日前に開始した事業年度に

係る準備金の積立についてはなお従前の例による（附則第１６条関係 。）

（12）契約者割戻しの分配基準による実施（第５８条関係）

共済事業を行う組合は、契約者割戻しを行う場合は、公正かつ衡平な分配をする

ための基準に従い、行わなければならないものとする。

（13）共済事業と他の事業との間の区分計理（第５８条の２関係）

共済事業を行う組合は、共済事業の会計とその他事業の会計とを区別して経理し

なければならないものとする。

：年度途中からの対応は現実的に困難であるため、新法施行日以後に開始する※経過措置

事業年度に係る会計の区分から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る

会計の区分については、なお従前の例による（附則第１７条関係 。）

（14）共済事業会計から他の事業会計への資産流用等の禁止（第５８条の３関係）

共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計からそれ以外の事業に係る会計へ資

金を運用し、又は共済事業に係る会計に属する資産を担保に供してそれ以外の事業

に係る会計に属する資金を調達してはならないものとする。

：年度途中からの対応は現実的に困難であるため、新法施行日以後に開始する※経過措置

事業年度に係る資金運用について適用する（附則第１８条関係 。）

（15）重要事項の説明義務（第５８条の５関係）

共済事業を行う組合は、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他

の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならないものとする。
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（16）共済計理人の選任等（第５８条の６から第５８条の８まで関係）

共済事業を行う組合（一定の要件に該当する組合を除く｡)は､共済計理人を選任し､

共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項に関与させなけれ

ばならないものとするとともに､共済計理人の資格要件､職務等について定める｡

：新たに理事会において共済計理人を選任する必要があると想定されるため、※経過措置

新法施行日において共済事業を行う組合については、新法施行日から６ヵ月

間（平成１９年９月末まで）は適用しない（附則第１９条関係 。また、共）

済計理人の職務に関する規定については、共済計理人を選任した日以後に開

始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する（附

則第２０条関係 。）

（17）業務・財務の説明書類の公衆縦覧（第６１条の２関係）

共済事業を行う組合について、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事

（ 、 ） 、 、項を記載した説明書類 事業報告書 決算関係書類 を作成し 事務所に備え置き

公衆の縦覧に供しなければならないものとする。

：新法施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用する（附則※経過措置

第２１条関係 。）

［２］特定共済組合に対する措置

（１）特定共済組合に対する名称使用の強制（第６条関係）

共済事業を行う事業協同組合及び事業協同小組合であって、大規模組合又は再共

済事業若しくは再再共済事業を行うもの（以下「特定共済組合」という｡）及び協

同組合連合会であって､大規模組合又は再共済事業若しくは再再共済事業を行うも

（ 「 」 。） 『 』の 以下 特定共済組合連合会 という は､それぞれの名称中に 共済協同組合

又は『共済協同組合連合会』の文字を使用しなければならないものとする（特定共

済組合以外が『共済』という文字を使用することを禁止したものではない 。）

、 、※経過措置：組合の名称は定款の記載事項であり その変更は総会の議決事項であるため

特定共済組合及び同連合会に対する名称中の文字使用義務は、新法の施行日

以後最初に招集される通常総会の終了時から適用し、当該通常総会の終了前

はなお従前の例による（附則第２条関係 。）

（２）特定共済組合等の原則兼業の禁止（第９条の２及び第９条の９関係）

特定共済協同組合及び特定共済協同組合連合会は、共済事業及び保険募集事業並

、 。びにこれらに附帯する事業のほか 原則他の事業を行うことはできないものとする

：特定共済組合に該当する組合及び同連合会が、新法施行日において共済事業※経過措置

以外の他の事業を兼業している場合、施行日から５年間は同規定にかかわら

ず、引き続き当該事業を行うことができる（附則第３条及び第５条関係 。）

（３）最低出資金額の設定（第２５条関係）

特定共済組合及び特定共済組合連合会の出資の総額は、法律で定める額以上でな

ければならないものとする。

具体的には、特定共済組合（再共済、再再共済事業を行うものを除く 、特定共）

済組合連合会（再共済、再再共済事業を行うものを除く）にあっては、１，０００
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万円以上、再共済、再再共済事業を行う特定共済組合、特定共済組合連合会にあっ

ては３，０００万円以上でなければならないこととする。

：出資金の増額は、組合員から追加的に払込みを受ける必要があるため、新法※経過措置

施行日において出資総額が１，０００万円に満たない組合については、施行

日から５年間は適用しない（附則第７条関係 。）

（４）健全性に関する基準の設定（第５８条の４及び第１０６条の２関係）

行政庁は、特定共済組合及び特定共済組合連合会の共済金等の支払能力の充実の

状況が適当であるかどうかの基準（いわゆる「ソルベンシー・マージン比率規制」

；支払余力を表す数値基準）等を定めることができるものとするとともに、支払能

力の充実の状況に係る区分に応じて、行政庁が組合に対し、監督上必要な命令をす

ることができるものとする。

［３］火災共済協同組合に係る措置

（１）最低出資金額の設定（第２５条関係）

火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会の出資の総額は、法律で定める額

以上でなければならないものとする。

具体的には、火災共済協同組合にあっては１，０００万円以上、再共済事業を行

う火災共済協同組合連合会にあっては５，０００万円以上でなければならないこと

とする。

：出資金の増額は、組合員から追加的に払込みを受ける必要があるため、新法※経過措置

施行日において出資総額が１，０００万円に満たない組合については、施行

日から５年間は適用しない。この場合において、火災共済協同組合の出資の

総額については、なお従前の例による（附則第７条関係 。）

（２）地区規制の緩和（２以上の都道府県の地区の容認 （第２６条関係））

火災共済協同組合の地区を１又は２以上の都道府県の区域の全部とする。

（３）健全性に関する基準の設定（第５８条の４及び第１０６条の２関係）

行政庁は、火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会の共済金等の支払能力

の充実の状況が適当であるかどうかの基準等を定めることができるものとするとと

もに、支払能力の充実の状況に係る区分に応じて、行政庁が組合に対し、監督上必

要な命令をすることができるものとする。

［４］その他共済事業に関する措置

（１）保険代理業務に関する規定の創設（第９条の２、第９条の７の２及び第９条の９関係）

事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会は、組合員のために保険募集

事業及びこれに附帯する事業を行うことができるものとする。

（２）共済規程等の軽微な変更についての総会議決不要の措置（第５１条関係）

共済規程等の軽微な変更については、総会の議決を不要とする。

（３） （ ）共済事業を行う組合の合併等に関する総代会での特別決議の容認 第５５条の２関係

共済事業を行う組合は、組合の合併等について総代会での特別決議ができるもの

とする（従来：総会での特別議決のみ 。）



- 8 -

（４）監督規定の整備（第１０４条から第１０６条の２まで関係）

共済事業を行う組合に対する監督について、所要の規定を整備する。

：共済事業を行う組合で会計監査人の監査を義務づけられる組合が子会社等を※経過措置

保有する場合、子会社等の業務・財産の状況を連結して記載した決算関係書

類を行政庁に提出することを義務づけることとしている（新法第１０５条の

２）が、これについては施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度か

ら適用する（附則第２２条関係 。）

（５）行政庁への届出（第１０６条の３関係）

、 、 、共済事業を行う組合は ①共済代理店の設置・廃止 ②共済計理人の選任・退任

③共済事業を行う組合の子会社等の新規保有他、④共済事業を行う組合が公衆縦覧

を開始した時、等に該当するときはその旨を行政庁に届けなければならない。

、 （ ）。※経過措置：届出の猶予期間として 施行日から６ヵ月は適用しない 附則第２３条関係

第二 輸出入取引法の一部改正（略）

第三 輸出水産業の振興に関する法律の一部改正（略）

第四 中小企業団体の組織に関する法律の一部改正

（第５条の第２３及び第４７条関係）１．事業運営の規律強化

中小企業等協同組合法の一部改正における事業運営の規律強化関係の措置と同内容の次

の措置を講ずるものとする。

「員外監事制度の導入 「役員の資格要件の創設 「役員の任期の変更 「監事への業務」 」 」

監査権限の付与等 「理事、監事及び組合員の権利義務に関する規定の整備 「監査権限」 」

限定組合における理事、組合員等の権利義務に関する規定の整備 「監査権限限定組合」

における組合員の権利に関する規定の整備 「監事に対する理事会議事録への署名の義」

務づけ 「理事と組合の利益相反取引の制限 「役員の損害賠償責任の免除に関する規定」 」

の整備 「決算関係書類等に関する規定の整備 「会計帳簿の保存及び閲覧請求に関する」 」

規定の整備 「総会における理事及び監事の説明義務 「余裕金の運用制限 「会計原則」 」 」

に関する規定の整備」

（第１７条関係）２．共済事業（保険事業）の健全な運営の確保

商工組合は、現行、現行法第１７条第２項第３号に規定される福利厚生事業の一環とし

て共済事業の実施が可能とされている。しかしながら、そもそも商工組合における福利厚

生事業は、あくまで付随的な事業として位置付けられ、商工組合の本来の趣旨として共済

事業を本格的に実施することは想定されていないため、今般、同趣旨を踏まえ、共済契約

を締結する場合には、主務省令により、組合員その他の共済契約者の保護に欠けるおそれ

（ ） 、 。が少ないと認められるもの 見舞金的な水準 に限り 締結することができるものとする

第五 鉱工業技術研究組合法の一部改正（略）
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第六 商店街振興組合法の一部改正

１．事業運営の規律強化

中小企業等協同組合法の一部改正における事業運営の規律強化関係の措置と同内容の次

の措置を講ずるものとする。

「員外監事制度の導入 「役員の資格要件の創設 「役員の任期の変更 「監事への業務」 」 」

監査権限の付与等 「理事、監事及び組合員の権利義務に関する規定の整備 「監査権限」 」

限定組合における理事、組合員等の権利に関する規定の整備 「監事に対する理事会議」

事録への署名の義務づけ 「監査権限限定組合における組合員の権利に関する規定の整」

備 「理事と組合の利益相反取引の制限 「役員の損害賠償責任の免除に関する規定の整」 」

備 「決算関係書類等に関する規定の整備 「会計帳簿の保存及び閲覧請求に関する規定」 」

の整備 「総会における理事及び監事の説明義務 「余裕金の運用制限 「会計原則に関」 」 」

する規定の整備」

（第１３条関係）２．共済事業（保険事業）の健全な運営の確保

商店街振興組合は、共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に

欠けるおそれが少ないと認められるもの（見舞金的な水準）に限り、締結することができ

るものとする。

第七 施行期日等

１．この法律は、平成１９年４月１日から施行するものとする （附則第１条関係）。

２．政府は、この法律の施行後５年の経過した場合において、施行状況について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（附則第５６条関係）

３．その他所要の規定の整備を行う。


